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柔道整復師養成施設 臨床実習施術所 （長尾 淳彦作表）Ｈ２８．７．７ 
都道府県 県内校数 所在地 日整会員数 財団登録施術所 

北海道 ５校 札幌３校 ８３２ ５４３ 

  登別１校   

  恵庭１校   

青森 １校 八戸１校 ２５２ ３２ 

岩手 １校 盛岡１校 １４５ ２９ 

宮城 ４校 仙台４校 ３７７ １５８ 

福島 ２校 郡山２校 １９７ ６６ 

群馬 ２校 前橋２校 ４４８ ７３ 

埼玉 ４校 さいたま３校 ８２４ １４７ 

  飯能１校   

東京 ２０校  １３１０ ６９４ 

神奈川 ３校 横浜２校 ６５５ １９０ 

  相模原１校   

新潟 １校 新潟１校 ３１１ ３５ 

長野 ２校 長野１校 ４３５ １２２ 

  東御１校   

石川 １校 金沢１校 ３４８ ２７２ 

岐阜 １校 岐阜１校 ３２６ ５７ 

静岡 ４校 静岡２校 ３３５ １４１ 

  浜松１校   

  伊豆の国１校   

愛知 ６校 名古屋５校 ８３６ ２３０ 

  稲沢１校   

滋賀 １校 甲賀１校 １４０ １８ 

京都 １校 京都１校 ３６５ ６０ 

大阪 １２校 大阪１０校 １７０３ ４６７ 

  吹田１校   

  岸和田１校   

兵庫 ２校 神戸１校 ５４０ １６５ 

  芦屋１校   

岡山 １校 岡山１校 ２６１ ５５ 

広島 ３校 広島３校 ２５５ ４２ 
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香川 １校 綾歌郡１校 １８４ ４１ 

愛媛 １校 松山１校 １０７ １１ 

福岡 ４校 福岡３校 ６２６ ５３０ 

  北九州１校   

佐賀 １校 鳥栖１校 １０１ ８９ 

長崎 ３校 長崎２校 １７２ ３２ 

  佐世保１校   

大分 １校 大分１校 １６７ ２６ 

鹿児島 ２校 鹿児島１校 ２４７ ４４ 

  霧島１校   

沖縄 ３校 国頭郡１校 ６６ ６ 

  浦添１校   

  宜野湾１校   

29 都道府県 93 校 １２５６５人 ４３７５施術所 
 
厚生労働省指定分 ９３校 昼定員５４１３人 夜定員２２３５人 
平成２８年４月１日現在 
 
対象 公益社団法人日本柔道整復師会会員 １２５６５人 
平成２８年３月３１日現在 
 
公益財団法人 柔道整復研修試験財団 臨床研修施術所 ４３７５施術所 

平成２８年５月１１日現在 

 

上記施術所は重複する。 
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養成施設カリキュラム 臨床実習について 

  

〇 臨床実習認定施術所の要件（案） 

  

１．実習生（養成校学生） １グループ ２－３名を終日６日間受け入れが 

  可能な施術所 

２．施術管理者＋勤務柔道整復師が居る施術所 

  養成施設専科教員が帯同の場合は施術管理者＋勤務柔道整復師の計２名 

３．日整会員歴５年以上＝開業歴５年以上＝受領委任の取扱い施術所 

４． 受領委任の取扱い中止処分など不正処分のない施術所 

５．１日の来院数が２０名以上の施術所 

＊ 骨折（骨折後療を含む）、脱臼の症例数の多い施術所 

６．厚生労働省 臨床実習施術所認定講習（１６時間）受講し認定された 

施術所 

７．その他 

 

○ 臨床実習内容 
 
１．既存の実習内容 
２．法令遵守された保険請求の手順（受領委任の取扱い） 
３．超音波観察装置実習 
４．介護保険（老人対策） 
５．精神病対策 
６．その他 
 
○ 検討課題 
 
１．臨床実習は有償か？ 
２．専科教員の帯同はフルタイムで必須か？ 

３．その他 
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